
 

船橋市青少年問題協議会幹事に関する要綱 

  （趣 旨） 

第１条 船橋市青少年問題協議会（以下「協議会」という。）の所掌事務について、委員を補佐する

ため幹事を置く。 

  （幹 事） 

第２条  幹事は、別表の掲げる者をもって構成する。 

 ２．幹事は、市長が任命又は委嘱する。 

 ３．辞令又は委嘱状は、省略するものとする。 

  （職 務） 

第３条 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。 

 ２．幹事は協議会における審議結果を市政に反映させるとともに、相互の連絡・調整をはかる。 

附 則 

  この要綱は、平成 ２年７月１日から施行する。 

  この要綱は、平成 10年７月１日から施行する。 

  この要綱は、平成 11年４月１日から施行する。 

  この要綱は、平成 12年４月１日から施行する。 

  この要綱は、平成 13年４月１日から施行する。 

  この要綱は、平成 14年 4月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 17年 4月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 18年１月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 26年 3月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 26年 6月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 29年 4月 1日から施行する。 
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